
【きてNAVIウェブページ制作代行細則】

2012 年 2月1日　作成

きてNAVIウェブページ制作代行（制作代行サービス）細則（以下「本細則」

という）は、株式会社サーフマネジメント（以下「提供者」という）が提供するき

てNAVIウェブショップサーブサービス（以下「本サービス」という）において、

提供者が提供するきて NAVI ウェブページ制作代行における、契約者と提

供者との関係を定めるものとします。本細則に定めのない事項については、き

てNAVIウェブサービス規約（以下「本規約」という）に従うものとします。

第１条（用語の定義）

１）きてNAVIウェブページ制作代行とは、本サービスに付随するきてNAVI

ウェブページ制作代行（制作代行サービス）及びそれに付随する追加オプ

ション（以下「きてNAVIウェブページ制作代行」という）の申込をした契約者

が本サービスにおいてホームページを作成するための専用ホームページを、

提供者が代行して制作するサービスのことをいいます。きて NAVI ウェブペー

ジ制作代行は、専用ホームページの納品をもって終了となります。

２）ヒアリングシートとは、提供者が契約者に対しきてNAVIウェブページ制作

代行に必要な事項を確認するため提示する質問書をいいます。

３）素材とは、提供者の指示に基づき、契約者が準備し、提供者に無償で提

供する制作代行に必要な情報、資料および商品等をいいます。

４）テーマとは、本サービスの管理画面におけるデザイン設定において、提供

者が提供するデザインテンプレートをいいます。

第２条（本細則の適用）

本細則は、きて NAVI ウェブページ制作代行の申し込みを行った契約者に

適用するものとします。

第３条（利用料の支払方法）

きて NAVI ウェブページ制作代行の利用料金および支払方法等について

は、別途きて NAVI ウェブページ制作代行申込時に提供者から提示するも

のとします。

第４条（納品までの注意事項）

１）提供者は、本細則第３条に定める利用料金の入金確認後、必要に応じて

ヒアリングシート等を契約者に送付するものとします。

２）契約者は、契約者自身の責任をもって素材を準備するものとし、提供者に

対し、参考ページを指定した模倣の依頼やＵＲＬ等から画像等の取得の依頼

は行わないものとします。契約者は、提供者に対し、準備した素材について、

第三者の著作権等の知的財産権その他の権利を侵害するおそれのないこ

とを保証し、仮に侵害の責を問われた場合は、自己の責任・費用をもってこ

れを処理し、提供者に一切の負担及び損害をかけないものとします。

３）契約者は、ヒアリングシート以外の原稿・資料はすべてデジタルデータで

送付するものとします。文章ならびに画像は、それぞれテキストデータ・画像

データ（JPEG形式など）で提出するものとします。

４）提供者は、契約者が提供者に対し、提供者が契約者に指定した資料等

の提供を完了した後、双方で合意した日時をもって、ホームページ制作に着

手します。

５）契約者は、提供者の制作着手後、対象となる商品および内容等の変更

はできないものとします。

６）提供者は、契約者から提供を受けたヒアリングシート、原稿・資料に基づ

き、本サービスの仕様にあわせた契約者専用のホームページを制作します。

契約者は、デザイン、ライティング、写真撮影等の内容および方法について、

提供者に対し詳細な指定や、コンテンツの追加の依頼はできないことを承諾

するものとします。

７）契約者は、制作スケジュール、作業順序および納期について、提供者の

指定に従うものとします。

８）契約者は、制作代行において、提供者からの連絡に対し窓口となる担当

者を１名に限定し、提供者に通知するものとします。当該担当者は、個人契

約者の場合は契約者自身、法人契約者の場合は、当該法人に所属する者

とします。

９）提供者は、契約者の承諾を得ることなく、制作代行業務の全部または一

部を第三者に再委託することができるものとします。

第５条（納品）

１）提供者は、契約者の専用ホームページ（以下「制作物」）が完成した時点

で契約者に通知し、契約者は提供者の指示に従い、１週間以内に制作物を

確認するものとします。

２）前項に定める制作物完成の通知は契約者から提供者に予め届け出られ

たメールアドレスにメールを送信する方法で行うものとし、当該メールを契約者

が開封したか否かにかかわらず、提供者が当該メールを送信したことを以て当

該通知は完了したものとする。

３）契約者は、修正が必要な場合、提供者に対し指定された期間内に修正を

依頼するものとします。なお、提供者は、修正依頼につき、文言の修正等、軽

微なものに限り、１回のみ対応するものとし、デザインの大幅な修正や再修正

は行わないものとします。また、契約者は、修正の必要がない場合は、制作物

について承諾した旨を提供者に対し通知するものとします。

４）提供者は、以下各号のどれかに該当する場合、契約者に対し制作物を納

品したものとします。

（１）前項に基づき修正が完了し、別途提供者が指定した期間内に契約者か

ら提供者に対し、当該修正物の瑕疵等について、何らの通知もなかったとき。

（２）契約者から納品の承諾があったとき。

（３）本条第１項及び第２項に定める制作物完成の通知後、契約者から提供

者に対し、当該完成制作物の瑕疵等について、何らの通知もなく１週間が経

過したとき。

５）提供者は、納品後の制作物（以下「納品物」という）について無償の修正

を行わないものとします。

第６条（納品物に対する契約者の権利と責任）

１）契約者は、納品物に関する利用権を有するものとします。

２）契約者は、納品物の変更について、契約者自身の責任をもって行うものと

します。特に、次の各号について注意するものとします。

（１）提供者は、制作時に作った画像やＨＴＭＬソース等一切の情報および

データについて、保存および管理は行いません。

（２）契約者が納品物について改変を行ったことに起因し、当該納品物に不

具合が生じた場合、提供者はその責を負わないものとします。

３）制作代行の過程で作成したＰＳＤデータ等の制作素材について、契約者

は権利を有さず、提供者は契約者に対し提供しないものとします。

４）提供者は、契約者の指示に基づき、納品物を完成させるものであり、商品

の説明や宣伝内容について、一切の責任を負わないものとします。契約者

は、契約者自身の責任をもって、不当表現、誇大表示及び法令違反等がな

いか確認するものとします。

第７条（知的財産権の権利帰属）

きてNAVIウェブページ制作代行に関連して、提供者から提供されるヒアリン

グシートおよびマニュアル等に関する著作権その他一切の知的財産権は、

提供者に帰属するものとします。契約者は、提供者が別途定める場合を除

き、複製、転載、編集等できないものとします。

第８条（提供者による解約）

１）提供者は契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、提供者は、

契約者に催告なくきて NAVI ウェブページ制作代行を解約できるものとしま

す。なお、当該解約に関する通知は、契約者が提供者に届け出た契約者自

身の連絡先または担当者の連絡先への通知をもって契約者に到達したもの

とみなします。

（１）契約者にかかるきてNAVIウェブページ制作代行の申込内容が事実に

反する場合。

（２）契約者が、本規約第１０条により禁止される行為の内容が含まれるホー

ムページの制作を依頼した場合。

（３）本規約第３０条または第３１条により本サービスを解約した場合。

（４）本規約、本細則の条項、提供者からの指導のいずれかに違反した場合。

（５）きてNAVIウェブページ制作代行の運営を妨害した場合。

（６）契約者が反社会的な団体である場合又は契約者が反社会的な団体の

構成員である場合。

（７）提供者からの連絡に対し、契約者に起因する事由により、きてNAVIウェ

ブページ制作代行の申込後３０日以内に、提供者が制作に着手できない場

合。

（８）提供者に届け出た連絡先に対し、提供者からの電話、ファクシミリ、電子

メール等による連絡が取れない場合、または郵送等による発送物が契約者

に到達しない場合。

２）本条第１項によるきてNAVIウェブページ制作代行の解約は、提供者の

契約者への損害賠償の請求を妨げないものとします。

３）本条第１項によりきてNAVIウェブページ制作代行が解約となった場合、

提供者は、契約者から支払われたきてNAVIウェブページ制作代行に関する

一切の料金等を返還しないものとします。

４）本条第１項によるきてNAVIウェブページ制作代行の解約に関し、提供

者は一切の責任を負わないものとします。

第９条（きてNAVIウェブページ制作代行の変更または廃止）

１）提供者は、以下のことを行うことができます。

（１）契約者へ事前に通知することなく、きてNAVIウェブページ制作代行の

内容・名称を変更すること。

（２）きてNAVIウェブページ制作代行の提供を受けている契約者に対し、１ヵ

月前までに通知することにより、提供者がきてNAVIウェブページ制作代行を

廃止すること。

２）前項に基づく変更または廃止に関し、提供者は一切の責任を負わないも

のとします。

第１０条（本細則の変更）

１）提供者は、契約者に事前の承諾を得ることなく、いつでも本細則を変更す

ることができるものとします。

２）変更後の本細則については、提供者が別途定める場合を除いて、オンラ

イン上に表示された時点より効力を発するものとします。

第１１条（秘密保持）

１）契約者および提供者は、きてNAVIウェブページ制作代行を利用または

提供するうえで知り得た、相手方の営業上の情報、技術情報、ノウハウ、経

営情報（名称、住所等）等の一切の情報（以下「秘密情報」という）を秘密に

保持し、きてNAVIウェブページ制作代行の終了後においても、相手方の書

面による事前の承諾なくして、他の契約者または第三者に開示・漏洩、もし

くは、きて NAVI ウェブページ制作代行を利用または提供する以外のいかな

る目的のためにも使用してはならないものとします。

２）前項の規定にかかわらず、次の情報は、秘密情報にあたらないものとしま

す。

（１）相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有していたことを立証できる

もの。

（２）第三者から適法に秘密保持義務を負わずに入手したことを立証できるも

の。

（３）相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。

（４）相手方より開示を受けた後、自己の故意または過失によらず公知公用と

なったもの。

（５）相手方より開示された情報によらず、独自に創作・開発したもの。

３）契約者および提供者は、秘密情報につき、第三者から法令に基づき開示

が求められた場合には、当該第三者に対し秘密情報を開示することができる

ものとします。

４）提供者は、第４条第９項に基づき制作代行業務の全部または一部を委託

した業者に対し、秘密情報を開示することができるものとします。

第１２条（個人情報の保護）

契約者および提供者は、個人情報の保護を図るため、個人情報の取得、利

用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならないもの

とします。

第１３条（準拠法）

本細則に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第１４条（合意管轄裁判所）

きて NAVI ウェブページ制作代行の利用に関して契約者と提供者の間に係

争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、神戸地方裁判所

を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第１５条（紛争の解決のための努力）

きて NAVI ウェブページ制作代行の利用に関して契約者と提供者の間に係

争が生じた時は、相互に協力の上、誠実に解決のための努力をするものとし

ます。
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データについて、保存および管理は行いません。

（２）契約者が納品物について改変を行ったことに起因し、当該納品物に不

具合が生じた場合、提供者はその責を負わないものとします。

３）制作代行の過程で作成したＰＳＤデータ等の制作素材について、契約者

は権利を有さず、提供者は契約者に対し提供しないものとします。

４）提供者は、契約者の指示に基づき、納品物を完成させるものであり、商品

の説明や宣伝内容について、一切の責任を負わないものとします。契約者

は、契約者自身の責任をもって、不当表現、誇大表示及び法令違反等がな

いか確認するものとします。

第７条（知的財産権の権利帰属）

きてNAVIウェブページ制作代行に関連して、提供者から提供されるヒアリン

グシートおよびマニュアル等に関する著作権その他一切の知的財産権は、

提供者に帰属するものとします。契約者は、提供者が別途定める場合を除

き、複製、転載、編集等できないものとします。

第８条（提供者による解約）

１）提供者は契約者が次の各号の一に該当すると判断した場合、提供者は、

契約者に催告なくきて NAVI ウェブページ制作代行を解約できるものとしま

す。なお、当該解約に関する通知は、契約者が提供者に届け出た契約者自

身の連絡先または担当者の連絡先への通知をもって契約者に到達したもの

とみなします。

（１）契約者にかかるきてNAVIウェブページ制作代行の申込内容が事実に

反する場合。

（２）契約者が、本規約第１０条により禁止される行為の内容が含まれるホー

ムページの制作を依頼した場合。

（３）本規約第３０条または第３１条により本サービスを解約した場合。

（４）本規約、本細則の条項、提供者からの指導のいずれかに違反した場合。

（５）きてNAVIウェブページ制作代行の運営を妨害した場合。

（６）契約者が反社会的な団体である場合又は契約者が反社会的な団体の

構成員である場合。

（７）提供者からの連絡に対し、契約者に起因する事由により、きてNAVIウェ

ブページ制作代行の申込後３０日以内に、提供者が制作に着手できない場

合。

（８）提供者に届け出た連絡先に対し、提供者からの電話、ファクシミリ、電子

メール等による連絡が取れない場合、または郵送等による発送物が契約者

に到達しない場合。

２）本条第１項によるきてNAVIウェブページ制作代行の解約は、提供者の

契約者への損害賠償の請求を妨げないものとします。

３）本条第１項によりきてNAVIウェブページ制作代行が解約となった場合、

提供者は、契約者から支払われたきてNAVIウェブページ制作代行に関する

一切の料金等を返還しないものとします。

４）本条第１項によるきてNAVIウェブページ制作代行の解約に関し、提供

者は一切の責任を負わないものとします。

第９条（きてNAVIウェブページ制作代行の変更または廃止）

１）提供者は、以下のことを行うことができます。

（１）契約者へ事前に通知することなく、きてNAVIウェブページ制作代行の

内容・名称を変更すること。

（２）きてNAVIウェブページ制作代行の提供を受けている契約者に対し、１ヵ

月前までに通知することにより、提供者がきてNAVIウェブページ制作代行を

廃止すること。

２）前項に基づく変更または廃止に関し、提供者は一切の責任を負わないも

のとします。

第１０条（本細則の変更）

１）提供者は、契約者に事前の承諾を得ることなく、いつでも本細則を変更す

ることができるものとします。

２）変更後の本細則については、提供者が別途定める場合を除いて、オンラ

イン上に表示された時点より効力を発するものとします。

第１１条（秘密保持）

１）契約者および提供者は、きてNAVIウェブページ制作代行を利用または

提供するうえで知り得た、相手方の営業上の情報、技術情報、ノウハウ、経

営情報（名称、住所等）等の一切の情報（以下「秘密情報」という）を秘密に

保持し、きてNAVIウェブページ制作代行の終了後においても、相手方の書

面による事前の承諾なくして、他の契約者または第三者に開示・漏洩、もし

くは、きて NAVI ウェブページ制作代行を利用または提供する以外のいかな

る目的のためにも使用してはならないものとします。

２）前項の規定にかかわらず、次の情報は、秘密情報にあたらないものとしま

す。

（１）相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有していたことを立証できる

もの。

（２）第三者から適法に秘密保持義務を負わずに入手したことを立証できるも

の。

（３）相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの。

（４）相手方より開示を受けた後、自己の故意または過失によらず公知公用と

なったもの。

（５）相手方より開示された情報によらず、独自に創作・開発したもの。

３）契約者および提供者は、秘密情報につき、第三者から法令に基づき開示

が求められた場合には、当該第三者に対し秘密情報を開示することができる

ものとします。

４）提供者は、第４条第９項に基づき制作代行業務の全部または一部を委託

した業者に対し、秘密情報を開示することができるものとします。

第１２条（個人情報の保護）

契約者および提供者は、個人情報の保護を図るため、個人情報の取得、利

用、第三者に対する提供等に関し、適正な取り扱いをしなければならないもの

とします。

第１３条（準拠法）

本細則に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第１４条（合意管轄裁判所）

きて NAVI ウェブページ制作代行の利用に関して契約者と提供者の間に係

争が発生し、訴訟により解決する必要が生じた場合には、神戸地方裁判所

を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

第１５条（紛争の解決のための努力）

きて NAVI ウェブページ制作代行の利用に関して契約者と提供者の間に係

争が生じた時は、相互に協力の上、誠実に解決のための努力をするものとし

ます。
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